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乳児等通園支援事業の認可について 

乳児等通園支援事業は、児童福祉法第３４条の１５第２項に基づき、令和７年４月１日から、

市の認可事業となっております。また、同法第４項の規定により、同事業の認可をしようとする

ときは、あらかじめ児童福祉審議会の意見を聴くように定められております。 

今般、５事業者から認可申請があり、条例で定める「習志野市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準」と照らし合わせた結果、適合する見込みであることから、習志野市福

祉問題審議会において、協議いただき御意見を伺うものです。 

 

 

 

１．乳児等通園支援事業の概要 

（１）目的 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て

家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する。 

 

（２）対象者 

保育所等に通っていない０歳６か月から満３歳未満の乳幼児 

 

（３）利用時間等 

  １人あたり月１０時間を上限として利用できる。 

（なお、１日あたりの利用時間の下限は１時間） 

 

（４）事業の位置づけ 

  令和７年度 各自治体の判断により実施（任意事業） 

  令和８年度から 全国自治体で実施（義務事業） 

 

（５）市内の実施状況 

  令和７年度 令和８年１月から市立向山こども園で実施 

  令和８年度から 市立向山こども園に加え、私立施設にて実施予定 

 

≪児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号）≫ 

第三十四条の十五 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的

保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場

合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を

聴かなければならない。 
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２．乳児等通園支援事業の主な認可基準 

本事業の実施形態は２つあり、それぞれで定められた認可基準を満たさなければならない。 

（１）実施形態 

①一般型 事業で定員を設定し、在園児と合同、もしくは事業の利用者のみで実施 

②余裕活用型 在園児が利用定員に満たない場合、その範囲内で実施 

 （保育所・認定こども園・小規模保育事業所のみ） 

 

（２）認可基準 

 
①一般型 

②余裕活用型 

保育所 認定こども園 
小規模 

保育事業A型 

設
備 

保育室等 【0～1 歳児】 

乳児室又はほふく室 3.3㎡/人以上 

【2 歳児】 

保育室又は遊戯室 1.98 ㎡/人以上 

県の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

県の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

市の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

職
員 

従事者 保育士、事業従事者（市が指定する

研修を修了した者） 

※従事者のうち半数以上は保育士

とする。 

※1事業所につき従事者は2人以上

とする。 

保育士 保育教諭等 保育士 

配置 【0 歳児】 

利用者 3人につき 1人以上 

【1～2 歳児】 

利用者 6人につき 1人以上 

県の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

県の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

市の認可基準

に従う。 

（一般型と 

同基準） 

 

３．令和８年４月から９月までの間に事業開始を予定する認可申請事業者 

（１）事業所の位置 
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